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令和２年５月２８日
保護者の皆様へ

奈良県立高田高等学校
校 長 西 上 英 雄

新型コロナウィルス感染症にかかる学校再開について

新緑の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は本校教育に
ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和２年５月１８日に奈良県教育委員会から示されました「新型コロナウィルス感染症に

かかる学校再開ガイドライン」により、６月１日（月）から分散登校を実施します。本校におきまして
は感染症対策を講じながら、下記の通りすすめてまいります。
なお、今後の状況に鑑み、見直す場合があることを申し添えます。

記

感染症の予防に関すること
○ 生徒自らが感染リスクを判断し、避ける行動をとることができるよう、指導していきます。
○ 身体的距離の確保した座席配置をしたりして可能な限り密集、密接を回避します。
○ 教室やトイレ等生徒が利用する場所のうち、多くの生徒等が手を触れる場所（ドアノブ、手

すり、スイッチなど）は１日１回以上消毒液を使用して清拭を行います。
○ 密閉を回避するためのこまめな換気を徹底します。エアコン作動中も２方向の窓を開け、効

果的な換気に努めます。
○ 学校教育活動上、近距離での会話等が必要な場面も生じることが考えられることから、生

徒及び教職員は咳エチケットの徹底を行います。

学習指導に関すること
○ 各教科の指導についても感染症対策を講じて実施しますが、それでも感染リスクが高い学

習活動については、当面の間、実施しません。
（例えば、対面形式となるグループワークや音楽科の歌唱指導、家庭科の調理実習等）

○ 在宅学習時は課題学習や動画配信を含めたオンラインの活用による反転学習を継続して
いきます。

健康観察、心のケアに関すること
○ 毎朝の検温や体調の確認をお願いします。「G Forms」も活用し、学校への報告について

も協力をお願いします。
○ 個別面談や質問調査などを通して生徒の状況を的確に把握し、必要に応じてスクールカ

ウンセラー等による支援を行います。
人権教育に関すること
○ 感染症に関する偏見や差別が生じないように、新型コロナウイルスの感染症に関する正し

い知識を身につけるとともに確かな人権意識を確立できるよう指導します。
部活動に関すること
○ 部活動を再開しますが、密集、密接となる活動は避け、内容や方法を工夫し、当面は個人

での練習を中心に活動します。
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当面の予定
○ 分散登校
6月1日(月)から当面の間、各クラスをＡ班・Ｂ班の二つに分けて、隔日での登校となります。
６月の１、２週目を第１ターム、３、４週目を第２タームとし、以後、繰り返して行く予定です。

Ａ班6月 1週目； 月・水・金曜日 登校、 火・木曜日 在宅学習
2週目； 火・木曜日 登校、 月・水・金曜日 在宅学習
3週目； 月・水・金曜日 登校、 火・木曜日 在宅学習
４週目； 火・木曜日 登校、 月・水・金曜日 在宅学習

Ｂ班6月 1週目； 火・木曜日 登校、 月・水・金曜日 在宅学習
2週目； 月・水・金曜日 登校、 火・木曜日 在宅学習
３週目； 火・木曜日 登校、 月・水・金曜日 在宅学習
４週目； 月・水・金曜日 登校、 火・木曜日 在宅学習

※ 暑い日が多くなっていく中で久しぶりの1日授業となります。昼食の用意とともに、飲み
物やタオルの持参など暑さ対策もお願いします。

※ 食堂は、6月1日(月)から座席数を減らすなど感染症対策を講じながら営業します。
※ 混雑を避けるため、当面の間、朝のSHRは９時からとします。なお、授業は４５分の短縮

授業となります。

○ 1学期期末考査
7月中旬に実施する予定です。学年ごとに午前午後に分かれて行います。

○ 三者懇談
7月3１日(金)から8月3日(月)の間に設定する予定です。

○ 終業式
7月31日(金)に行う予定です。

＜今後の状況により見直す場合があります。確定していないものは、確定し次第お知らせします。＞


